
納付金

注：1 入学金、学生会費、育友会費、同窓会費は、入学時のみ必要です。
2 後期の学費については、入学後の9月に納付の依頼文書を送付します。
3 総合健康学科は、コースにより別途実習費を徴収します。

入学時納付金  ※入学時納付金は下表の太枠内の金額です。「入学時」の納入期限日は、合格された入試制度により異なります。

その他の奨学金制度など
学　　部

学　　科

納付金及び納入時期

入　　学　　金

授　業　料

教育充実費

実験実習費

学 生 会 費

育 友 会 費

同 窓 会 費

合　　　　　計

学

費

受
託
徴
収
金

人間健康学部 こども学部 経営学部

総合健康学科 人間看護学科 食マネジメント学科 こども学科 ビジネス学科

後　期

―

400,000

130,000

―

―

―

―

530,000

入学時

200,000

400,000

180,000

―

20,000

40,000

30,000

870,000

後　期

―

400,000

180,000

―

―

―

―

580,000

入学時

200,000

550,000

190,000

100,000

20,000

40,000

30,000

1,130,000

後　期

―

550,000

190,000

100,000

―

―

―

840,000

入学時

200,000

410,000

190,000

40,000

20,000

40,000

30,000

930,000

後　期

―

410,000

190,000

40,000

―

―

―

640,000

入学時

200,000

400,000

170,000

30,000

20,000

40,000

30,000

890,000

後　期

―

400,000

170,000

30,000

―

―

―

600,000

入学時

200,000

400,000

130,000

―

20,000

40,000

30,000

820,000

入学手続

入学手続の詳細は、合格者に合格通知書と同封して郵送する「入学手続の手引書」に記載
しています。入学手続締切日までに入学時納付金を納入してください。
所定の期日までに納入されない場合は、入学資格を取り消すことがありますのでご注意
ください。入学許可書と入学に必要な書類は、入学時納付金の納入期限後に郵送します。

入学時納付金の返還について

併願制の入試の受験者で入学手続後に入学辞退をする場合は、令和8年3月31日までに入
試広報課へメールで連絡のうえ、本学所定の「入学辞退届」「納付金返還願」で手続をしてく
ださい。入学金以外の納付金を返還します。入学金免除が適用となった受験者が入学手続
き後に入学辞退される場合は、入学金を差し引いた額の納付金を返還します。ただし、返還
日は令和8年3月末日または4月末日になりますのであらかじめご了承ください。（専願制の
入試では、入学を辞退することがあっても入学時納付金の返還はいたしませんので、これら
のことを十分に理解していただいた上で、進路をしっかりと決めて出願してください。）

ノートパソコン必携化について

近年、社会全体のデジタル化が進み、またリモートワーク等の普及
に伴い働き方が急激に変化しています。大学の学びにおいても
eラーニングや遠隔授業、課題や論文作成など、時間や場所にとら
われずパソコンとインターネットを利用する機会が増えております。
これらのことを踏まえ、園田学園大学では2025年から学生が自分
自身のパソコンを携行して学んでいただくにあたり、入学時に携行
可能なパソコンが必要となります。なお、必要な性能など詳細につ
いては、入学手続き後に送付する入学許可書にご案内を同封いた
します。また本学HPでもお知らせいたします。

募集時期※1 適用期間※2対象 内容

［前期］4月頃
［後期］9月頃全学年

日本学生支援機構の定める成績および家計基準を満たしている者に対し、
給付奨学金の支給・授業料減免の適用を行う。

最短の修業年限の終期まで
※継続審査あり

給付奨学金

下表参照

授業料減免額

下表参照

※1）給付奨学金と授業料減免は同時に申請が必要。多子世帯の授業料減免希望者も、給付奨学金の申請が必要。
※2）給付奨学金が廃止・停止になった場合、多子世帯に該当しなくなった場合は、適用外になります（毎年審査あり）。

高等教育の修学支援新制度

国の高等教育の修学支援新制度は、経済的な理由で学び続けることをあきらめずにすむよう【日本学生支援機構による給付奨学金】と【大学の授業料減免】により、
意欲のある学生のみなさんの「学び」を支える制度です。日本学生支援機構の給付奨学金を申し込み採用になることで、授業料減免が適用されます。

令和7年度から国の施策として、多子世帯（扶養する子どもの数が3人以上の世帯）の学生に対して、大学の授業料等を国が定める一定の額（私立大学の場合最大70万円）
まで、所得制限なく減免される制度が始まりました。多子世帯に該当する場合、本制度を利用できる可能性があります。
※授業料減免は上限70万円です。授業料が全額無償となる制度ではありません。
※所得制限はありませんが、資産要件があります。
※本制度は、指定期間に申請し、審査で採用となれば適用されます。自動的に減免される制度ではありません。
※多子世帯とは、生計維持者が扶養する子どもが3人以上の世帯です。子どもが3人以上でも、就職等で扶養から外れている場合はカウントされません。

令和7年度開始 多子世帯の大学無償化について

※1）進学する前年度の春以降に、在学する高等学校で募集の案内があります。　※2）生計維持者が扶養する子どもの数が3人以上の世帯。　※3）生活保護世帯及び児童養護施設等から通学する人はカッコ内の金額。
※採用後も、年に1回家計による見直しがあります。区分変更や給付・授業料減免の適用外になる場合があります。多子世帯に該当しなくなった場合も、適用外となります。
※年に1回、学業成績による適格認定があります。学業成績が一定の基準に満たない場合、廃止や停止になることがあります。

条件対象 給付奨学金※3区分 授業料減免 区分 授業料減免給付奨学金※3

1子・2子世帯 多子世帯※2

【1子・2子世帯】
住民税非課税世帯
及びそれに準ずる
世帯の者
【多子世帯】※2

多子世帯に該当す
る世帯の者

全て成績審査あり

第Ⅰ区分 70万円 70万円

70万円

70万円

70万円

70万円

第Ⅰ区分の
3分の2

第Ⅰ区分の
3分の1

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

第Ⅰ区分
（多子世帯）

第Ⅱ区分
（多子世帯）

第Ⅲ区分
（多子世帯）

第Ⅳ区分
（多子世帯）

多子世帯

自宅外通学
自宅通学
自宅外通学
自宅通学
自宅外通学 自宅外通学
自宅通学 3万8,300円（4万2,500円）

7万5,800円
2万5,600円（2万8,400円）

5万600円
1万2,800円（1万4,200円）

2万5,300円

3万8,300円（4万2,500円）
7万5,800円

2万5,600円（2万8,400円）

5万600円
1万2,800円（1万4,200円）

2万5,300円
9,600円（1万700円）
1万9,000円自宅外通学

自宅通学
自宅外通学
自宅通学
自宅外通学
自宅通学

自宅通学

全学年
（入学前※1）

－－

－

－

－

－

－

大学独自の奨学金制度・減免制度
給付制（返還義務のないもの）

名称 条件対象 内容

全学年

2年次以上

学資支援支給奨学金

育友会学費援助金

褒賞奨学金

学費※1の3分の1を支給

ひとり1回10万円を上限として給付

褒賞金5万円を支給

学力および資質が極めて優秀な学生で、経済的に修学が
困難で学費の援助が必要な学生に給付。

学力および資質が優秀で学費の援助が必要な学生に給付。※2

年間を通じて各学科・学年ごとに成績優秀者1名を選考のうえ、
褒賞金を添えて表彰。※3

※1）授業料および教育充実費の合計額。　※2）「学資支援支給奨学生」または「緊急支援貸与奨学生」として採用された学生、またはこれに準ずる学生のうち、さらなる援助が必要であると判断された場合。
※3）卒業年次生の場合は在学通算成績で選考。

園田学園大学独自の奨学金制度

貸与制（返還義務のあるもの）
種類 条件対象 内容

全学年※1

（入学前※2）

入学前※7

第二種奨学金（有利子）

入学時特別増額貸与
奨学金（有利子）

月額2万円～12万円（1万円単位）から選択

自宅
通学

自宅外
通学

一時金（10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択）※9

学業成績が特に優れた学生で
経済的理由により著しく修学困難な者。

国の高等教育の修学支援新制度の
給付奨学金と併せて
第一種奨学金の貸与を受ける者。※5

学力、家計ともに第一種奨学金より
ゆるやかな基準で選考。
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を
申し込み、利用できなかった世帯の学生。※8

自宅
通学

自宅外
通学

貸与月額※3

2万円、3万円、4万円、5万4000円から選択
貸与月額※3※4

2万円、3万円、4万円、5万円、6万4000円から選択

調整後の貸与月額
〈1子・2子世帯の場合〉【第Ⅰ区分】 0円（0円）　【第Ⅱ区分】 0円（0円）

【第Ⅲ区分】2万1,700円（2万円、3万3,300円）
〈多子世帯※6の場合〉【すべての区分】 0円
※親と同居している生活保護世帯の人及び児童養護施設等から通学する人は
　カッコ内の金額

調整後の貸与月額
〈1子・2子世帯の場合〉
【第Ⅰ区分】 0円（0円）　【第Ⅱ区分】 0円（0円）　【第Ⅲ区分】1万9,200円
〈多子世帯※6の場合〉
【第Ⅰ～第Ⅳ区分】 0円　【減免のみの区分】 5,600円
※親と同居している生活保護世帯の人及び児童養護施設等から通学する人は
　カッコ内の金額

※1）年に2回（4月頃・9月頃）募集があります。　※2）進学する前年度の春以降に、在学する高等学校等で募集の案内があります。　※3）最高月額の選択は申込時の家計収入額による。
※4）自宅通学の月額も選択可能。　※5）併給調整として貸与を受けられる月額の上限額が制限されます。　※6）生計維持者の扶養する子の数が3人以上である世帯
※7）進学後は1年次に入学した人および編入学の人のみ。　※8）第一種奨学金・第二種奨学金のどちらか（または両方）と同時申し込み。　※9）貸与は入学後。

第一種奨学金（無利子）

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度

4 人間看護学科は、保健師と助産師に関する実習費は、別途徴収します。
また、損害賠償保険料と抗体価検査費等が別途必要です。
5 実習、特別プログラム等に関する費用は、別途徴収することがあります。
6 教科書代は別途必要です。

名称 条件対象 内容

全学年

卒業生の子学費減免
兄弟姉妹・親子学生学費減免

入試成績優秀者特待生制度

卒業生兄弟姉妹学費減免
卒業生孫学費減免
社会人学費減免

外国人留学生授業料減免

入学金を全額免除
最後に入学した者の学費※2 2分の1を免除
入学金を全額免除
入学金2分の1を免除
修学年限中の授業料2分の1を免除
授業料2分の1を免除

本学を卒業した者の子が本学に入学するとき。※1

兄弟姉妹・親子が修業年限内で同時に本学に在学する期間中。※1

本学を卒業した者の兄弟姉妹が本学に入学するとき。※1

本学を卒業した者の孫が本学に入学するとき。※1

社会人入試により入学するとき。
本学に私費外国人留学生として入学するとき。※3

※1）すべての入学試験に適用。　※2）授業料および教育充実費の合計額。　※3）在学生については経済状況などを勘案して適用。

授業料2年間半額免除（継続審査あり）対象となる入試で、各学科ごとに成績上位合格者から選考。

園田学園大学独自の減免制度

P. 6参照

P. 9参照
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